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高圧ガス保安法審査基準 加除整理一覧表 
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目  次 

番 号 許  可  等  の  種  類 根  拠  条  文 

１ 高 圧 ガ ス の 製 造 の 許 可 高 圧 ガ ス 保 安 法 第 ５ 条 第 １ 項 

２ 高圧ガスの製造のための施設等の変更許可 高 圧 ガ ス 保 安 法 第 １ ４ 条 第 １ 項 

３ 第 一 種 貯 蔵 所 の 設 置 許 可 高 圧 ガ ス 保 安 法 第 １ ６ 条 第 １ 項 

４ 第 一 種 貯 蔵 所 の 施 設 等 の 変 更 許 可 高 圧 ガ ス 保 安 法 第 １ ９ 条 第 １ 項 

５ 
高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵

所の設置の完成検査 
高 圧 ガ ス 保 安 法 第 ２ ０ 条 第 １ 項 

６ 
高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵

所の特定変更工事の完成検査 
高 圧 ガ ス 保 安 法 第 ２ ０ 条 第 ３ 項 

７ 特 定 施 設 の 保 安 検 査 高 圧 ガ ス 保 安 法 第 ３ ５ 条 第 １ 項 

８ 
容器検査，附属品検査，容器再検査又は附属

品再検査 

高 圧 ガ ス 保 安 法 第 ４ ４ 条 第 １ 項 

高 圧 ガ ス 保 安 法 第 ４ ９ 条 第 １ 項 

高圧ガス保安法第４９条の２第１項 

高圧ガス保安法第４９条の４第１項 

９ 特 別 充 填 の 許 可 高 圧 ガ ス 保 安 法 第 ４ ８ 条 第 ５ 項 

１０ 容 器 検 査 所 の 登 録 又 は そ の 更 新 
高 圧 ガ ス 保 安 法 第 ４ ９ 条 第 １ 項 

高 圧 ガ ス 保 安 法 第 ５ ０ 条 第 １ 項 

１１ 
容器に充填する高圧ガスの種類又は圧力の変

更に係る刻印等 
高 圧 ガ ス 保 安 法 第 ５ ４ 条 第 １ 項 

備考 審査基準のうち，告示にあっては，告示の名称に告示番号を付し，国通知にあっては，通

知の名称に当該文書の文書番号を付している。 

 

 



 

１ 高圧ガスの製造の許可 

根 拠 条 文 高圧ガス保安法第５条第１項 

関 係 条 項 

高圧ガス保安法第７条及び第８条 

高圧ガス保安法施行令第３条及び第４条 

冷凍保安規則第６条から第９条まで及び第６９条 

液化石油ガス保安規則第５条から第９条まで及び第９７条 

一般高圧ガス保安規則第５条から第８条の２まで，第９９条，第１０１条及び第１

０２条 

関係告示等 

製造施設の位置，構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定め

る告示(昭和50年通商産業省告示第291号) 

高圧ガス設備等耐震設計基準(昭和56年通商産業省告示第515号) 

高圧ガス設備等耐震設計基準の運用及び解釈について(平成09・04・21年立局第6号) 

一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について(20121204商局第6号) 

高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)(20140625商局第1号) 

高圧ガスの製造許可申請等に係る添付書類について(20160323商局第2号)  

冷凍保安規則の機能性基準の運用について(20160920商局第2号) 

液化石油ガス保安規則の機能性基準の運用について(20160920商局第3号) 

備 考  

 

 

２ 高圧ガスの製造のための施設等の変更許可 

根 拠 条 文 高圧ガス保安法第１４条第１項 

関 係 条 項 

高圧ガス保安法第８条及び第１４条第３項 

冷凍保安規則第６条から第９条まで及び第６９条 

液化石油ガス保安規則第５条から第９条まで及び第９７条 

一般高圧ガス保安規則第５条から第８条の２まで，第９９条，第１０１条及び第１

０２条 

関係告示等 

製造施設の位置，構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定め

る告示(昭和50年通商産業省告示第291号) 

高圧ガス設備等耐震設計基準(昭和56年通商産業省告示第515号) 

高圧ガス設備等耐震設計基準の運用及び解釈について(平成09・04・21年立局第6号) 

一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について(20121204商局第6号) 

高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)(20140625商局第1号)  

高圧ガスの製造許可申請等に係る添付書類について(20160323商局第2号)  

冷凍保安規則の機能性基準の運用について(20160920商局第2号) 

液化石油ガス保安規則の機能性基準の運用について(20160920商局第3号) 

備 考  

  



 

３ 第一種貯蔵所の設置許可 

根 拠 条 文 高圧ガス保安法第１６条第１項 

関 係 条 項 

高圧ガス保安第１６条第２項及び第３項 

高圧ガス保安法施行令第５条 

液化石油ガス保安規則第２２条から第２４条まで及び第９７条 

一般高圧ガス保安規則第２１条から第２３条まで，第９９条，第１０１条及び第１

０３条 

関係告示等 

製造施設の位置，構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定め

る告示(昭和50年通商産業省告示第291号) 

高圧ガス設備等耐震設計基準(昭和56年通商産業省告示第515号) 

高圧ガス設備等耐震設計基準の運用及び解釈について(平成09・04・21年立局第6号) 

一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について(20121204商局第6号) 

高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)(20140625商局第1号) 

高圧ガスの製造許可申請等に係る添付書類について(20160323商局第2号)   

液化石油ガス保安規則の機能性基準の運用について(20160920商局第3号) 

備 考  

 

 

４ 第一種貯蔵所の施設等の変更許可 

根 拠 条 文 高圧ガス保安法第１９条第１項 

関 係 条 項 

高圧ガス保安第１６条第２項及び第１９条第３項 

液化石油ガス保安規則第２２条から第２４条まで及び第９７条 

一般高圧ガス保安規則第２１条から第２３条まで，第９９条，第１０１条及び第１

０３条 

関係告示等 

製造施設の位置，構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定め

る告示(昭和50年通商産業省告示第291号) 

高圧ガス設備等耐震設計基準(昭和56年通商産業省告示第515号) 

高圧ガス設備等耐震設計基準の運用及び解釈について(平成09・04・21年立局第6号) 

一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について(20121204商局第6号) 

高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)(20140625商局第1号) 

高圧ガスの製造許可申請等に係る添付書類について(20160323商局第2号)   

液化石油ガス保安規則の機能性基準の運用について(20160920商局第3号) 

備 考  

 

 

  



 

５ 高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の設置の完成検査 

根 拠 条 文 高圧ガス保安法第２０条第１項 

関 係 条 項 

高圧ガス保安法第８条第１号，第１６条第２項及び第２０条第５項 

冷凍保安規則第６条から第９条まで，第２５条及び第６９条 

液化石油ガス保安規則第５条から第９条まで，第２２条から第２４条まで，第３６条

及び第９７条 

一般高圧ガス保安規則第５条から第８条の２まで，第２１条から第２３条まで，第３

５条及び第９９条 

関係告示等 

製造施設の位置，構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定め

る告示(昭和50年通商産業省告示第291号) 

高圧ガス設備等耐震設計基準(昭和56年通商産業省告示第515号) 

高圧ガス設備等耐震設計基準の運用及び解釈について(平成09・04・21年立局第6号) 

一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について(20121204商局第6号) 

高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)(20140625商局第1号) 

冷凍保安規則の機能性基準の運用について(20160920商局第2号)  

液化石油ガス保安規則の機能性基準の運用について(20160920商局第3号) 

備 考  

 

 

６ 高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の特定変更工事の完成検査 

根 拠 条 文 高圧ガス保安法第２０条第３項 

関 係 条 項 

高圧ガス保安法第８条第１号，第１６条第２項及び第２０条第５項 

冷凍保安規則第６条から第９条まで，第２５条及び第６９条 

液化石油ガス保安規則第５条から第９条まで，第２２条から第２４条まで，第３６

条及び第９７条 

一般高圧ガス保安規則第５条から第８条の２まで，第２１条から第２３条まで，第

３５条及び第９９条 

関係告示等 

製造施設の位置，構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定め

る告示(昭和50年通商産業省告示第291号) 

高圧ガス設備等耐震設計基準(昭和56年通商産業省告示第515号) 

高圧ガス設備等耐震設計基準の運用及び解釈について(平成09・04・21年立局第6号) 

一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について(20121204商局第6号) 

高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)(20140625商局第1号) 

冷凍保安規則の機能性基準の運用について(20160920商局第2号) 

液化石油ガス保安規則の機能性基準の運用について(20160920商局第3号) 

備 考  

 

  



 

７ 特定施設の保安検査 

根 拠 条 文 高圧ガス保安法第３５条第１項 

関 係 条 項 

高圧ガス保安法第８条第１号並びに第３５条第２項及び第４項 

冷凍保安規則第６条から第９条まで，第４０条及び第６９条 

液化石油ガス保安規則第５条から第９条まで，第７７条及び第９７条 

一般高圧ガス保安規則第５条から第８条の２まで，第７９条及び第９９条 

関係告示等 

製造施設の位置，構造及び設備並びに製造の方法等に関する技術基準の細目を定め

る告示(昭和50年通商産業省告示第291号) 

高圧ガス設備等耐震設計基準(昭和56年通商産業省告示第515号) 

保安検査の方法を定める告示（平成17年経済産業省告示第84号） 

高圧ガス設備等耐震設計基準の運用及び解釈について(平成09・04・21年立局第6号) 

一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について(20121204商局第6号) 

高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)(20140625商局第1号) 

冷凍保安規則の機能性基準の運用について(20160920商局第2号)  

液化石油ガス保安規則の機能性基準の運用について(20160920商局第3号) 

備 考  

 

 

８ 容器検査，附属品検査，容器再検査又は附属品再検査 

根 拠 条 文 
高圧ガス保安法第４４条第１項，第４９条第１項，第４９条の２第１項及び第４９

条の４第１項 

関 係 条 項 

高圧ガス保安第４４条第４項，第４９条第２項，第４９条の２第４項及び第４９条

の４第２項 

容器保安規則第７条，第１７条，第２６条及び第２９条 

国際相互承認に係る容器保安規則第５条，第１１条，第１７条及び第２０条 

関係告示等 

容器保安規則に基づき表示等の細目，容器再検査の方法等を定める告示(平成9年通

商産業省告示第150号) 

国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目，容器再検査の方法

等を定める告示(平成28年経済産業省告示第184号) 

容器保安規則の機能性基準の運用について(20130409商局第4号) 

高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)(20140625商局第1号) 

国際相互承認に係る容器保安規則の機能性基準の運用について(20160613平成商局第

4号) 

備 考  

 

  



 

９ 特別充填の許可 

根 拠 条 文 高圧ガス保安法第４８条第５項 

関 係 条 項  

関係告示等 

液化フルオロカーボンを充てんする容器の取扱いについて(平成09・03・31立局第29

号) 

保税扱いの高圧ガス容器，高圧ガスの輸出専用の高圧ガス容器等の特別充填につい

て(内規)(平成23・09・01年原院第1号) 

高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)(20140625商局第1号) 

国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器に係る特別充填について（内規）

（20180223保局第2号） 

備 考  

 

 

１０ 容器検査所の登録又はその更新 

根 拠 条 文 高圧ガス保安法４９条第１項及び第５０条第１項 

関 係 条 項 

高圧ガス保安法第７条並びに第５０条第２項及び第３項 

高圧ガス保安法施行令第１２条の２ 

容器保安規則第３３条 

国際相互承認に係る容器保安規則第２４条 

関係告示等 

容器保安規則に基づき表示等の細目，容器再検査の方法等を定める告示(平成9年通

商産業省告示第150号) 

国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目，容器再検査の方法

等を定める告示 (平成28年経済産業省告示第184号) 

高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)(20140625商局第1号) 

備 考  

 

 

１１ 容器に充填する高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等 

根 拠 条 文 高圧ガス保安法第５４条第１項 

関 係 条 項 

高圧ガス保安法第４４条第４項及び第５４条第２項 

容器保安規則第７条 

国際相互承認に係る容器保安規則第５条 

関係告示等 
容器保安規則の機能性基準の運用について(20130409商局第4号) 

高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)(20140625商局第1号) 

備 考  

 


